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○ 「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に

ついて（通知）」（令和３年５月 28日付け医政発 0528第２号厚生労働省医政局長通知）本文、別紙及び別記様式 

 

新旧対照表 

（下線は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

第２ 改正の内容 

１ （略） 

  

２ 再編計画に関する事項 

医療機関の開設者は、単独で又は共同して、地域医療構想の

達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための２以

上の医療機関の再編の事業（以下「医療機関の再編の事業」とい

う。）に関する計画（以下「再編計画」という。）を作成し、こ

れを医療機関の所在地を管轄する地方厚生（支）局の地方厚生

（支）局長（以下「地方厚生（支）局長」という。）に提出して、

当該再編計画が適当である旨の認定を受けることができるもの

とすること。 

当該認定に係る手続等については、次に掲げるとおりとする

こと。 

なお、所得税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第 11

号）及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令（令

和３年財務省令第 21 号）の施行に伴い、再編計画の認定を受け

第２ 改正の内容 

１ （略） 

  

２ 再編計画に関する事項 

医療機関の開設者は、単独で又は共同して、地域医療構想の

達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための２以

上の医療機関の再編の事業（以下「医療機関の再編の事業」とい

う。）に関する計画（以下「再編計画」という。）を作成し、こ

れを医療機関の所在地を管轄する地方厚生（支）局の地方厚生

（支）局長（以下「地方厚生（支）局長」という。）に提出して、

当該再編計画が適当である旨の認定を受けることができるもの

とすること。 

当該認定に係る手続等については、次に掲げるとおりとする

こと。 

なお、所得税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第 11

号）及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令（令

和３年財務省令第 21 号）の施行に伴い、再編計画の認定を受け

〔別紙２〕 
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た医療機関の開設者は、当該再編計画に基づき取得又は建築す

る土地の所有権の移転の登記又は建物の所有権の保存の登記に

ついて、登録免許税の軽減措置の適用を受けることができる。

その手続等については、「再編計画に係る登録免許税の軽減措

置の適用について」（令和３年５月 28 日付け医政発 0528 第４

号厚生労働省医政局長通知）を参照すること。 

また、地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１

号）、地方税法施行令等の一部を改正する政令（令和４年政令第

133 号）及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令（令和４

年総務省令第 27 号）の施行に伴い、再編計画の認定を受けた医

療機関の開設者は、当該再編計画に基づき不動産を取得した場

合に、当該不動産の取得に対して課される不動産取得税の課税

標準の特例措置を受けることができる。その手続き等について

は、「再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置につ

いて」（令和４年４月１日付け医政発 0401 第 25 号厚生労働省

医政局長通知）を参照すること。 

   その他、独立行政法人福祉医療機構業務方法書（平成 15 年 10

月 1 日厚生労働大臣認可） に基づき、再編計画の認定を受けた

医療機関の開設者は、当該再編計画に基づき行う再編等に係る

貸付けについて、複数医療機関の再編等に係る優遇措置の適用

を受けることができる。その詳細については、別紙２を参照す

ること。 

 （１）再編計画の認定 

た医療機関の開設者は、当該再編計画に基づき取得又は建築す

る土地の所有権の移転の登記又は建物の所有権の保存の登記に

ついて、登録免許税の軽減措置の適用を受けることができる。

その手続等については、「再編計画に係る登録免許税の軽減措

置の適用について」（令和３年５月 28 日付け医政発 0528 第４

号厚生労働省医政局長通知）を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （１）再編計画の認定 
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① 再編計画の認定の申請書類 

再編計画の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲

げる書類を添付しなければならない。また、地方厚生（支）

局長は、次に掲げる書類のほか、再編計画が④に掲げる要

件に適合するために必要と認める書類の提出を求めること

ができる。 

なお、申請する再編計画（②エ及びオに掲げる事項に係

る部分を除く。）は、あらかじめ医療法第 30 条の 14 第１

項に規定する協議の場（以下「地域医療構想調整会議」とい

う。）に提出し、その協議を経たものでなければならない。

なお、  当該再編計画について、「地域医療構想の進め方に

ついて」（平成 30 年２月７日付け医政地発 0207 第１号厚

生労働省医政局地域医療計画課長通知）等に基づき、都道

府県医療審議会で議論を行う必要がある場合においては、

あらかじめ議論を経た上で、申請書類を提出すること。 

ア～カ （略） 

②～⑥ （略） 

 

（２）～（４）（略） 

 

 

 

 

① 再編計画の認定の申請書類 

再編計画の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲

げる書類を添付しなければならない。また、地方厚生（支）

局長は、次に掲げる書類のほか、再編計画が④に掲げる要

件に適合するために必要と認める書類の提出を求めること

ができる。 

なお、申請する再編計画（②エ及びオに掲げる事項に係

る部分を除く。）は、あらかじめ医療法第 30 条の 14 第１

項に規定する協議の場（以下「地域医療構想調整会議」とい

う。）に提出し、その協議を経たものでなければならない。 

 

 

 

 

 

ア～カ （略） 

②～⑥ （略） 

 

（２）～（４）（略） 
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法第 12条の２の２第１項の認定の申請等の手続きについ

て 

 

第１ 認定の申請手続き 

 （略） 

（１）（略） 

（２）事前の地域医療構想調整会議での合意 

申請に当たって、別記様式第１の別紙１に基づく再編

計画の記載事項について、地域医療構想調整会議におい

て、協議がなされ合意されていること。なお、当該再編

計画について、「地域医療構想の進め方について」（平

成 30年２月７日付け医政地発 0207第１号厚生労働省医

政局地域医療計画課長通知）（以下「平成 30 年通知」

という。）等に基づき、都道府県医療審議会で議論を行

う必要がある場合においては、あらかじめ議論を経た上

で、申請書類を提出すること。 

（３）（略） 

 

第２ 認定再編計画の変更手続き 

（１）（略） 

（２）事前の地域医療構想調整会議での合意 

 

 

法第 12条の２の２第１項の認定の申請等の手続きについ

て 

 

第１ 認定の申請手続き 

 （略） 

（１）（略） 

（２）事前の地域医療構想調整会議での合意 

申請にあたって、別記様式第１の別紙１に基づく再編

計画の記載事項について、地域医療構想調整会議におい

て、協議がなされ合意されていること。 

 

 

 

 

 

 

（３）（略） 

 

第２ 認定再編計画の変更手続き 

（１）（略） 

（２）事前の地域医療構想調整会議での合意 

別紙１ 別紙 
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   変更申請に当たって、変更する再編計画の記載事項

について、地域医療構想調整会議において、協議がなさ

れ合意されていること。なお、当該再編計画について、

平成 30年通知等に基づき、都道府県医療審議会で議論

を行う必要がある場合においては、あらかじめ議論を

経た上で、申請書類を提出すること。 

（３）申請書の提出方法 

（略） 

①～④（略） 

※１ （略） 

※２ 土地の概要が分かる書類に当たっては、（略） 

※３ 建物の概要が分かる書類に当たっては、（略） 

 

第３ 認定再編計画の軽微な変更の手続き 

（１）～（２）（略） 

  ①～③（略） 

  ※１ 土地の概要が分かる書類に当たっては、（略） 

※２ 建物の概要が分かる書類に当たっては、（略） 

 

第４（略） 

 

 

 

変更申請にあたって、変更する再編計画の記載事項に

ついて、地域医療構想調整会議において、協議がなされ

合意されていること。 

 

 

 

（３）申請書の提出方法 

（略） 

①～④（略） 

※１ （略） 

※２ 土地の概要が分かる書類にあたっては（略） 

※３ 建物の概要が分かる書類にあたっては（略） 

 

第３ 認定再編計画の軽微な変更の手続き 

（１）～（２）（略） 

  ①～③（略） 

  ※１ 土地の概要が分かる書類にあたっては（略） 

※２ 建物の概要が分かる書類にあたっては（略） 

 

第４（略） 

 

 

 



6 

 

別記様式第１ 

（略）                                  

添付書類目次 

 

（略）   

 

※１～３（略） 

※４ 土地の概要が分かる書類に当たっては、登記事項証明書を添

付すること。 

※５ 建物の概要が分かる書類に当たっては、建設にかかる基本的

な計画等の書類を添付すること。 

 

 

 

 

別記様式第１ 

（略）                                  

添付書類目次 

 

（略）   

                                

※１～３（略） 

※４ 土地の概要が分かる書類にあたっては登記事項証明書を添

付すこと。 

※５ 建物の概要が分かる書類にあたっては建設にかかる基本的

な計画等の書類を添付すこと。 
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（新設） 


